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お 知 ら せ

広
告

申＝申し込み先
問＝問い合わせ先

広告の申し込みや問い合わせは、サカタ企画印刷（ 0744‐32‐3200）へ
広報わかざくら　令和８年７月号

メガネセンター この国になくてはならない メガネの専門店
よく見える よく聞こえる

メガネ補聴器即日納品可
こだわりの日本製
各種修理承ります

桜井市粟殿271　●営業時間/9：00～18：00　●木曜日 予約のみ
☎ 0744－43－5845

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・

証
明
書
交
付
の
休
日
窓
口

▽�

開
庁
日
時　
7
月
11
日
㊏
・
26

日
㊐
午
前
８
時
30
分
～
午
後
０

時
30
分

▽������������������

取
り
扱
い
業
務
※

�　

�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申

請
・ 

交
付
・
電
子
証
明
書
の
更

新
な
ど
、
住
民
票
の
写
し
・
戸

籍
証
明
・
印
鑑
証
明
書
な
ど
の

発
行
、
印
鑑
登
録

※�

住
所
異
動
・
戸
籍
異
動
・
戸
籍

証
明
書
の
広
域
交
付
な
ど
は
で

き
ま
せ
ん
。

　
来
庁
前
に
、
開
庁
日
・
持
ち
物

な
ど
の
最
新
情
報

を
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

受
け
取
り
を
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か

　
以
前
に
申
請
し
て
、
ま
だ
受
け

取
っ
て
い
な
い
人
も
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
有
効
期
限
内
で
あ

れ
ば
交
付
で
き
ま
す
。
申
請
し
た

か
ど
う
か
不
明
な
場
合
は
左
記
へ

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問　
市
民
課（

内
線
２
６
６
１
）

室
外
機
・
自
動
販
売
機
を
修

景
す
る
事
業
を
補
助
し
ま
す

　
良
好
な
景
観
を
守
る
た
め
、
対

象
エ
リ
ア
内
で
市
景
観
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
を
全
て
満
た
す
室
外
機
・
自

動
販
売
機
を
周
囲
に
調
和
す
る
よ

う
に
整
備
す
る
事
業
（
移
設
・
囲

い
・
塗
装
な
ど
）
に
対
し
、
補
助

金
を
交
付
し
ま
す
。 

　

対
象
エ
リ
ア
や
基
準
な
ど
の
詳

細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
。

　
　
都
市
計
画
課
景
観
ま
ち
づ
く

り
係
（　
内
線
３
２
２
１
）

　

特
別
障
害
給
付
金
の

請
求
を
忘
れ
ず
に

　
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
て
い

な
か
っ
た
た
め
に
、
障
害
基
礎
年

金
な
ど
を
受
給
し
て
い
な
い
人
は

特
別
障
害
給
付
金
を
受
給
で
き
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽�

対
象
※
１　

当
時
任
意
加
入
し

て
い
な
か
っ
た
期
間
内
に
初
診

日
が
あ
り
、
現
在
障
害
基
礎
年

金
の
１・
２
級
相
当
の
障
害
の

状
態
に
あ
る
人
で
、
次
の
い
ず

れ
か
に
当
て
は
ま
る
人

●�

平
成
3
年
3
月
以
前
に
国
民
年
金

任
意
加
入
対
象
で
あ
っ
た
学
生

●�

昭
和
61
年
３
月
以
前
に
国
民
年

金
任
意
加
入
対
象
で
あ
っ
た
被

用
者
な
ど
の
配
偶
者

※
１ �

他
に
も
受
給
要
件
が
あ
る

た
め
、
当
て
は
ま
る
可
能

性
の
あ
る
人
は
、
事
前
に

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▽
支
給
額
（
令
和
８
年
度
）

●�

障
害
基
礎
年
金
1
級
※
２
相
当
者

月
額
５
８
、６
5
0
円

●�

障
害
基
礎
年
金
2
級
※
２
相
当
者

月
額
４
６
、９
２
０
円

※�

２ �

障
害
者
手
帳
の
等
級
と
は

異
な
り
ま
す
。

問　
保
険
医
療
課
保
険
年
金
・
徴

収
係
（　
内
線
2
7
6
1
）

　
　
行
政
情
報

詳細はこちら▲

問

詳細はこちら▲

問

せらお 知

広
告

介護保険料のお知らせ　

　介護保険制度は介護が必要になった
とき、誰もが安心してサービスが受け
られる仕組みであり、介護保険料は介
護保険制度を健全に運営するための大
切な財源です。介護保険制度にご理解・
ご協力をお願いします。
年間保険料基準額は 76,800 円
　基準額をもとに、所得に応じた負
担になるよう保険料額は 15 段階に分
かれます。各段階は、所得に応じて、
介護保険料基準額に 0.455 から 2.4
をかけた金額に設定され、第 1 段階
34,940 円から第 15 段階 184,320 円
までとなります。
※�第 1～3段階の人は、負担軽減措置と
して、国・奈良県・桜井市の財源の投
入により、保険料の軽減を行います。

介護保険料の納付方法
　年金特別徴収（年金からの天引き）
が優先されます。ただし、年度途中で
新規加入した場合などは、納付書など
で納める必要があります。自身の納付
方法は、7月中旬に届く保険料額決定
通知書で確認してください。

　　高齢福祉課介護保険係
　　（ 内線 2161・2162・2163）
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桜井市役所　 0744‐42‐9111（代表）〒 633‐8585 桜井市大字粟殿 432‐1　【市ホームページ】https://www.city.sakurai.lg.jp/
　　　　　　【窓口開庁時間】8：30～ 17：15　※土・日曜日、祝日、年末年始（12月 29日～翌年 1月 3日）を除く

広
告

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

夏
休
み
期
間
中
の
運
行
予
定

　
夏
休
み
期
間
中
（
７
月
21
日
㊋

～
８
月
31
日
㊊
）
は
、
特
別
ダ
イ

ヤ
で
運
行
し
ま
す
。

【
初
瀬
・
朝
倉
台
線
】

学
校
休
校
日
ダ
イ
ヤ

【
西
北
部
循
環
線
・
多
武
峯
線
】

通
常
運
行（
8
月
13
日
㊍
・
14
日

㊎
は
土
・
日
・
祝
日
ダ
イ
ヤ
）

【
南
循
環
線
】通
常
運
行

問　
行
政
経
営
課（

内
線
１
２
６
２
）

放
送
大
学
10
月
入
学
生
を

募
集
し
ま
す

　
学
位
取
得
は
も
ち
ろ
ん
、
キ
ャ

リ
ア
ア
ッ
プ
・
資
格
取
得
・
趣
味
・

教
養
を
深
め
る
た
め
の
生
涯
学
習

の
拠
点
と
し
て
広
く
門
戸
を
開
い

て
い
ま
す
。

▽�����

出
願
期
間
※

①
８
月
31
日
㊊
ま
で

②
９
月
９
日
㊌
ま
で

※�

①
学
期
開
始
ま
で
に
授
業
の
教

材
が
受
け
取
れ
、配
信
初
日
か

ら
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
受
講
が

可
能
②
途
中
か
ら
受
講
開
始

　
放
送
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
資
料

請
求
で
き
ま
す
。
詳
細
は
左
記
へ
。

　
・　
　
放
送
大
学
奈
良
学
習
セ

ン
タ
ー
（

0
7
4
2
‐
20
‐

7
8
7
0
）

国民年金保険料免除・納付猶予の
令和８年度分申請受付が始まります

　経済的な理由で保険料の支払いが困難な場合、申請
により保険料の全部もしくは一部※１が免除されます。
また、50 歳未満の人には納付猶予制度があります。
令和８年度分（７月～令和９年６月）の免除申請は、
７月から受け付けます。　
※１�一部免除の場合、免除以外の納めるべき保険料を納付しなければ

未納となります。また、免除申請が遅れると、障害基礎年金を受
給できない場合があります。

持ち物　次の①～③
① �本人確認書類（運転免許証など）
② �失業または事業の休止・廃止により免除を申請する場合
　次のいずれかの書類の写しを添付※２

　●雇用保険受給資格者証　　　●雇用保険受給資格通知
　●雇用保険被保険者離職票
　 ●雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
　● �その他、失業の事実が確認できる公的機関が証明する書類
※２�過去に同一理由により免除を申請し、書類を添付していれば、不要
になる場合があります。

③ �産前産後免除を申請する場合
　● �出産前…出産予定日が確認できる母子手帳
　 ● �出産後…原則書類不要
�申込方法　年金事務所・下記窓口またはマイナポー
タルから申し込み

10 月から育児免除制度※３が始まります
　免除された期間は、国民年金保険料を納付したもの
として老齢基礎年金の受給額に反映されるため、将来
の年金受給額が減額されない制度です。免除期間など
詳細は日本年金機構ホームページへ。
�対象　10月 1日以降に 1歳になるまでの子を養育する、国民年金第
1号被保険者の実父母・養父母
※３ �厚生年金保険料免除（産前産後休業・育児休業等

期間）の詳細は、右記二次元コードまたは桜井年
金事務所（　42‐0033）へ

　・　　保険医療課保険年金・徴収係
　　　　（ 内線 2761）
申問

マイナポータル▲

詳細はこちら▲

厚生年金保険料
免除について▲

　
　
募
　
集

放送大学
ホームページ▲

申
問
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お 知 ら せ

広
告

申＝申し込み先
問＝問い合わせ先

広告の申し込みや問い合わせは、サカタ企画印刷（ 0744‐32‐3200）へ
広報わかざくら　令和８年７月号

自
衛
官
を
募
集
し
ま
す

２
等
陸・海・空
士（
任
期
制
自
衛
官
）

▽
資
格　
18
歳
以
上
33
歳
未
満

▽
受
付
期
間　
随
時

▽
試
験
日　
受
付
時
に
通
知

そ
の
他
募
集
職
種

一
般
曹
候
補
生
、
航
空
学
生
、
防

衛
大
学
校
学
生
、
防
衛
医
科
大
学

校
（
医
学
科・看
護
科
）、奨
学
生
、

予
備
自
衛
官
補

　

詳
細
は
、
自

衛
隊
奈
良
地
方

協
力
本
部
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
へ
。

自
衛
隊
説
明
会

▽�

日
時　
毎
日
午
前
９
時
～
午
後

６
時
（
入
退
出
自
由
）

▽�

場
所　
自
衛
隊
天
理
募
集
案
内
所

　
　

自
衛
隊
天
理
募
集
案
内
所

（

０
７
４
３
‐
63
‐
２
５
４
０
）

点
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

募
集
し
ま
す

　

視
覚
に
障
害
の
あ
る
人
向
け

に
、
書
籍
な
ど
を
点
訳
す
る
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
ま
す
。
選
考

会
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
決
定
し
た

人
は
、
養
成
講
習
会
を
受
講
し
て

く
だ
さ
い
。

選
考
会

▽
日
程　
８
月
５
日
㊌
・
６
日
㊍

▽�

場
所　
奈
良
県
視
覚
障
害
者
セ

ン
タ
ー
３
階　

▽
定
員　
10
名
程
度

養
成
講
習
会　

▽�

日
程　
９
月
３
日
～
令
和
９
年

２
月
18
日
の
毎
週
木
躍
日
（
12

月
24
・
31
日
、
令
和
９
年
２
月

11
日
を
除
く
）

▽�

場
所　
奈
良
県
視
覚
障
害
者
セ

ン
タ
ー
３
階

▽�

申
込
方
法　
７
月
22
日
㊌
〈
必

着
〉
ま
で
に
、
奈
良
ス
ー
パ
ー

ア
プ
リ
か
ら

申
し
込
み
、

ま
た
は
申
込

用
紙
を
Ｆ
Ａ

Ｘ
・
郵
送
で

左
記
へ

　
・　
　
奈
良
県
視
覚
障
害
者
福

祉
セ
ン
タ
ー（   

29
‐
０
１
２
３
、

FAX 

29
‐
０
１
２
７
、
〒
６
３
４

‐
０
０
６
１
橿
原
市
大
久
保
町

３
２
０
‐
11
）

第
20
期
被
害
者
支
援
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
ま
す

　
犯
罪
や
事
故
の
被
害
に
遭
っ
た

被
害
者
や
そ
の
家
族
な
ど
を
支
援

す
る
、
電
話
や
相
談
な
ど
に
携
わ

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
ま
す
。

応
募
し
た
人
は
、
養
成
講
座
を
受

講
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

対
象　
奈
良
県
内
在
住
の
20
～

70
歳
未
満
の
人

養
成
講
座

▽������

日
程　
９
月
２
日
～
11
月
４
日

の
毎
週
水
躍
日
午
後
１
時
～
３

時
50
分

▽������

申
込
方
法　
７
月
31
日
㊎
ま
で

に
、
申
込
用
紙
を
メ
ー
ル
で
左

記
へ

　
・　
　

公
益
社
団
法
人
な
ら

犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー（

０
７
４
２
‐
26
‐
６
９
３
５
、　

jim
u@
nvsc.jp

）

申
問

申

問 第55回シニア県展作品募集

　作品の創作を通して高
齢者の生きがいづくりと
積極的な社会参加の推進
を目的として開催します。
�部門　�日本画・洋画・書・工芸・写真
�条件　県内在住で昭和43年４月１日以前
に生まれたアマチュアの人により創作され
た未発表の作品※

※�部門につき１人 1点まで
�費用　1点 1,000 円（出品手数料）
�申込期限・方法

　申請書など必要書類は下記窓口で配布し
ています。
第 55回シニア県展作品展示
�期間　�８月 29日㊏～９月２日㊌
            各日 9：30～ 16：00
�場所　大和高田市文化会館
　　　　（大和高田さざんかホール）

　・　　高齢福祉課地域包括ケア係
　　　　（ 内線 2171）

詳細はこちら▲

申込期限 申込方法

申し込み ７月24日㊎ 申請書を下記へ

作品提出 ８月21日㊎ 作品を厳重に梱
包して下記へ

申問

せらお 知

広
告

問

申込用紙ダウン
ロードはこちら▲

申込用紙ダウン
ロードはこちら▲
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友
好
都
市
熊
野
大
花
火
大
会

見
学
バ
ス
ツ
ア
ー

　
10
月
28
日
で
、
三
重
県
熊
野
市

と
桜
井
市
は
友
好
都
市
締
結
40
周

年
を
迎
え
ま
す
。
今
年
は
桜
井
市

協
賛
の
花
火
も
打
ち
上
げ
ら
れ
る

「
熊
野
大
花
火
大
会
」
を
、
浜
辺

の
特
等
席
で
楽
し
み
ま
せ
ん
か
。

▽�

日
時　
８
月
17
日
㊊

　
出
発
：
午
前
９
時
30
分

▽�

集
合
場
所　
桜
井
駅
北
口

▽�

コ
ー
ス　
桜
井
駅
北
口
か
ら
バ

ス
・
徒
歩（
約
30
分
）
で
会
場

へ
→
熊
野
花
火
大
会
見
学
→
徒

歩
・
バ
ス
で
桜
井
駅
北
口
へ

▽
定
員　
36
名
（
先
着
順
）　

▽
費
用　
２
６
、０
０
０
円

▽�

持
ち
物　
飲
料
・
暑
さ
対
策
グ

ッ
ズ
・
下
に
敷
く
も
の

　
申
込
方
法
な
ど
詳
細
は
、
一
般

社
団
法
人
桜
井
市
観
光
協
会
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
へ
。

　
　
一
般
社
団
法
人
桜
井
市
観
光

協
会
（

‌

42
‐
７
５
３
０
）

「
飛
鳥
・
藤
原
の
宮
都
」世
界
遺

産
登
録
を
見
守
り
ま
せ
ん
か

　

７
月
に
韓
国
で
開
催
さ
れ
る
、

第
48
回
ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
委
員

会
で
「
飛
鳥
・
藤
原
の
宮
都
」
世

界
遺
産
登
録
の
審
議
が
行
わ
れ
ま

す
。
審
議
・
決
定
の
瞬
間
を
見
守

る
パ
ブ
リ
ッ
ク
ビ
ュ
ー
イ
ン
グ
開

催
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
詳
細
が

決
ま
り
次
第
、世
界
遺
産
「
飛
鳥・

藤
原
の
宮
都
」
登
録
推
進
協
議
会

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　
　
観
光
ま
ち
づ
く
り
課
観
光
事

業
係
（　
内
線
３
６
２
３
）

磐い
わ
れ余

の
宮
跡
を
た
ず
ね
る

▽�

日
時

　

�

７
月
12
日
㊐
・
８
月
９
日
㊐

　
集
合
：
各
日
午
前
９
時
20
分

　
出
発
：
各
日
午
前
９
時
40
分

▽�

集
合
場
所　
桜
井
駅
南
口

▽�

コ
ー
ス（
約
5.7
㎞
）　

　

�

桜
井
駅
→
若
櫻
神
社
→
土
舞
台

→
安
倍
文
殊
院
→
上
之
宮
遺
跡

→
等と

み彌
神
社
→
魚
市
場
跡
→

保や
す
だ
よ
じ
ゅ
う
ろ
う

田
與
重
郎
生
家
→
桜
井
駅

（
午
後
０
時
30
分
頃
解
散
）

▽
費
用　
無
料　
※
予
約
不
要

　
　
一
般
社
団
法
人
桜
井
市
観
光

協
会
（

‌

42
‐
７
５
３
０
）

第
152
回

ラ
ン
チ
タ
イ
ム
コ
ン
サ
ー
ト

こ
の
花
咲
く
や
コ
ン
サ
ー
ト

▽��

日
時　
７
月
30
日
㊍

　
　
　
　
午
後
０
時
15
～
45
分

▽������

場
所　
市
立
中
央
公
民
館

　
　
　
　
３
階
大
会
議
室

▽�

出
演
者

　
庵
前
通
世
さ
ん
（
ソ
プ
ラ
ノ
）・

　
岡
本
万
貴
さ
ん
（
フ
ル
ー
ト
）・

　
高
橋
曜
子
さ
ん
（
ピ
ア
ノ
）

▽
定
員　
１
５
０
名

▽�

費
用　
無
料　
※
申
込
不
要

　
　
文
化
を
考
え
る
桜
井
市
民
の
会

（

０
９
０‐６
７
５
１‐５
７
０
８
）

不
動
産
表
示
登
記

無
料
相
談
会

▽�

日
時　

�

７
月
17
日
㊎

　
　
　
　
午
後
２
～
４
時

▽�

場
所　
内
膳
町
自
治
会
館
す
み

れ
ホ
ー
ル
３
階（
橿
原
市
内
膳
町
）

▽
費
用　
無
料

▽�

申
込
方
法　
電
話
で
左
記
へ

※
対
面
の
み・完
全
予
約
制
で
す
。

　
・　
　

奈
良
県
土
地
家
屋
調

査
士
会
（

０
７
４
２
‐
22
‐

５
６
１
９
）

広
告

労働相談会を開催します

　弁護士・大学教
授などの公益委員、
労働組合役員など
の労働者委員・会
社役員、企業経営者などの使用者
委員の、それぞれの立場から選ば
れた労働委員会委員が相談員とな
る相談会です。解雇・賃金問題・
パワーハラスメントなど、労働に
関する相談ができます。詳細は県
ホームページへ。
�日時　�７月９日㊍・８月 27日㊍
　　　　各日 15：00～ 17：00
※相談時間は１人 30分程度
�場所　奈良県奈良総合庁舎 2階
�費用　無料
�申込方法　各相談日２日前の 14
時までに、奈良スーパーアプリ
から申し込み

　・　　奈良県労働委員会事務局
　　　　（　0742‐20‐4431）

申問

桜井市役所　 0744‐42‐9111（代表）〒 633‐8585 桜井市大字粟殿 432‐1　【市ホームページ】https://www.city.sakurai.lg.jp/
　　　　　　【窓口開庁時間】8：30～ 17：15　※土・日曜日、祝日、年末年始（12月 29日～翌年 1月 3日）を除く

催
し
・
講
座

▲申し込みはこちら▲詳細はこちら

申
問

詳細はこちら▲

申問

詳細はこちら▲

問

問問

問
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お 知 ら せ

広
告

申＝申し込み先
問＝問い合わせ先

広報わかざくら　令和８年７月号
広告の申し込みや問い合わせは、サカタ企画印刷（ 0744‐32‐3200）へ

公
共
職
業
訓
練

ハ
ロ
ー
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

▽��
訓
練
期
間　
９
月
１
日
㊋
～
令

和
９
年
２
月
26
日
㊎
（
③
④
は

令
和
９
年
３
月
30
日
㊋
ま
で
）

▽�

場
所　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
奈

良
（
橿
原
市
城
殿
町
）

▽��

訓
練
科
名

�

①�

C
A
D
も
の
づ
く
り
サ
ポ
ー

ト
科

②
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
技
術
科

③
も
の
づ
く
り
エ
ン
ジ
ニ
ア
科
※

④
電
気
設
備
技
術
科
※

※�

③
④
は
ビ
ジ
ネ
ス
ス
キ
ル
講

習
・
企
業
実
習
付

▽�

対
象　
再
就
職
を
希
望
す
る
人

（
③
④
は
お
お
む
ね
55
歳
未
満

の
人
）

▽�

定
員　
①
②
各
６
名
程
度

　
　
　
　
③
④
各
10
名
程
度

▽�

費
用　
無
料
（
教
科
書
代
な
ど

は
自
己
負
担
）

▽�

申
込
方
法　
７
月
１
日
㊌
～
30

日
㊍
ま
で
に
最
寄
り
の
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
へ

　
　

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
奈
良

（

22
‐
５
２
２
６
）

な
ら
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ

セ
ミ
ナ
ー

　
就
職
活
動
の
ス
キ
ル
を
学
ぶ
セ

ミ
ナ
ー
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
資

格
を
持
つ
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
の
話
を
聞
い

て
み
ま
せ
ん
か
。

詳
細
は
県
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
へ
。

▽�

対
象　
就
職
活
動
中
の
学
生
・

お
お
む
ね
35
歳
未
満
の
求
職

者
・
40
代
前
半
ま
で
の
不
安
定

就
労
者

▽
費
用　
無
料

▽�

申
込
方
法　
電
話
ま
た
は
県
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
し
込
み

　
・　
　

奈
良
し
ご
と
i
セ
ン
タ

ー（

０
７
４
２
‐
23
‐５
７
３
０
）

善
意
銀
行

　
皆
さ
ん
か
ら
の
善
意
は
福
祉
事

業
へ
の
援
助
に
活
用
し
て
い
ま
す
。

●
株
式
会
社
中
和
営
繕
様

▽
受
領
期
間

　
4
月
７
日
～
5
月
６
日

▽
預
け
入
れ
先

　

�

社
会
福
祉
法
人
桜
井
市
社
会
福

祉
協
議
会
内
善
意
銀
行（

42

‐２
７
２
４
）
社
会
福
祉
事
務

所（
市
役
所
１
階
）

青
少
年
の
被
害
・
非
行
防
止

全
国
強
調
月
間

  　
７
月
は
、
青
少
年
の
被
害
・
非

行
防
止
全
国
強
調
月
間
で
す
。
青

少
年
の
育
成
は
、
地
域
が
一
体
と

な
っ
て
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

桜
井
市
青
少
年
セ
ン
タ
ー
で

は
、
い
じ
め
・
不
登
校
な
ど
青
少

年
の
心
配
ご
と
の
相
談
を
、
電
話

や
来
所
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

▽�

日
時　
平
日
午
前
９
時
～
午
後

５
時

▽��

場
所　
桜
井
市
青
少
年
セ
ン
タ

ー
（
市
立
中
央
公
民
館
１
階
）

※�

来
所
相
談
は
、
可
能
な
限
り
予

約
し
て
く
だ
さ
い
。
秘
密
は
厳

守
し
ま
す
。

　
　

教
育
相
談
電
話（

42
‐

0
8
5
2
）

芝
運
動
公
園
体
育
施
設
を

臨
時
閉
場
し
ま
す

　
７
月
31
日
㊎
は
、
お
ん
ぱ
ら
祭

の
た
め
全
施
設
閉
場
し
ま
す
。

　
　
総
合
体
育
館（

45
‐
０
６
０
９
）

お
詫
び
と
訂
正

　
広
報
わ
か
ざ
く
ら
令
和
８
年
６

月
号
28
ペ
ー
ジ
桜
井
市
フ
ォ
ト

ニ
ュ
ー
ス
「
新
消
防
団
長
に
辞
令

を
交
付
」
説
明
文
に
次
の
と
お
り

誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
お
詫
び
し

て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

（
誤
）　
桜
井
市
消
防
団
の
団
長
に

寺
林
敬
一
郎
さ
ん
が
任
命
さ
れ

　
　
　
　
　
　
↓

（
正
）　
桜
井
市
消
防
団
の
団
長
に

寺
林
啓
一
郎
さ
ん
が
任
命
さ
れ

　
　
ス
ポ
ー
ツ

今
月
の
市
税
・
保
険
料　

■
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
〈
２
期
分
〉

■
国
民
健
康
保
険
税
〈
一
括
・
1
期
分
〉

■
介
護
保
険
料
〈
一
括
・
1
期
分
〉

■
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
　
　
　
　
　

 〈
一
括
・
1
期
分
〉

納期限は
7/31 ㊎です。
�納め忘れのないよう、
注意してください。

申
問

問

問

詳細はこちら▲

せらお 知

広
告

お
知
ら
せ

桜井市役所　 0744‐42‐9111（代表）〒 633‐8585 桜井市大字粟殿 432‐1
【市ホームページ】https://www.city.sakurai.lg.jp/

問
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広
告
広
告

「資格情報のお知らせ」※１または「資格確認書」※２を送付します
　70歳以上の人（７月に 70歳になる人を含む）に、下記の
書類を世帯主宛てに送付します。

●�マイナンバーカードを健康保険証として利用登録して
いる人…「資格情報のお知らせ」※１を普通郵便で送付

●�利用登録していない人…「資格確認書」※２を特定記録
郵便で送付

　「資格情報のお知らせ」※１または「資格確認書」※２の受け
取りができていない場合や、行き違いでマイナ保険証の利用
登録を解除した人は、右記へ問い合わせてください。今回送
付対象となっていない人は、令和７年度に送付した「資格情
報のお知らせ」※１または「資格確認書」※２を引き続き使用し
てください。

※１ 医療機関の受診にはマイナ保険証が必要です。
※２ �有効期限は令和９年７月 31 日までです。それまでに

75歳になる人の有効期限は、75歳の誕生日の前日ま
でです。

賦課決定通知書を送付します
　賦課決定通知書を、国民健康保険加入世帯の世帯主宛てに
送付します。世帯主本人が国民健康保険に加入していない場
合でも、世帯に加入者がいれば保険税は世帯主に対して課税
されます。詳細は賦課決定通知書で確認してください。　
　年金特別徴収（年金からの天引き）で納付していた世帯の
うち、年金特別徴収の要件に該当しなくなった場合は普通徴
収に切り替わり、納付書または口座振替で納付することにな
ります。必ず賦課決定通知書で確認してください。
　　保険医療課保険年金・徴収係（ 内線 2764・2765）問

資格確認書の交付方法が変わります
　これまでは全ての被保険者に資格確認書を交付していまし
たが、8月から下記のとおり運用が変わります（年齢は８月
１日時点）。

※ 1 �過去 1年間で 6回以上かつ直近おおむね 3か月以内に
マイナ保険証を利用している人

後期高齢者医療保険料を決定しました
　令和８年度の保険料額は、令和７年中の所得をもとに7月
に確定します。4～ 8月に年金から天引きされている人の保
険料は、令和６年中の所得をもとにした仮徴収額です。所得
の増減や保険料算定方法の変更などにより、8月までの仮徴収
額と10月からの本徴収額に増減が発生する場合があります。
後期高齢者医療保険料額の軽減措置があります
　後期高齢者医療制度の資格取得前日に、社会保険に加入し
ている人の被扶養者であった人は、均等割額の軽減措置※１

があります。
●所得割…なし
●均等割…5割軽減（資格取得後 2年間）
※１世帯の所得による均等割額軽減措置を優先します。
後期高齢者医療保険料額の納付方法
　年金からの天引き（特別徴収）が優先されますが、年度途
中で新規加入した場合などは、納付書などで納める必要があ
ります。自身の納付方法は、7月中旬に届く保険料額決定通
知書で確認してください。
　　保険医療課医療係（ 内線 2772・2773）

対象 送付方法

84 歳以下でマイナ
保険証を普段から
利用している人※１

資格確認書に代わって「資格情報のお知
らせ」を 7月中に郵送
●�「資格情報のお知らせ」のみでは受診で
きませんが、カードリーダーの不具合な
ど、何らかの事情によりマイナ保険証を
利用できない場合に、マイナ保険証と一
緒に提示することで受診できます。

●�マイナ保険証での受診が難しくなった
場合は、右記窓口で申請することで、
資格確認書が交付されます。

85歳以上の人また
は 84歳以下でマイ
ナ保険証を普段から
利用していない人

これまでどおり、手続きなしで新しい資
格確認書を 7月中に郵送

問

国民健康保険
後期高齢者医療保険
の通知などを７月に送付します

国民健康保険

後期高齢者医療保険

詳細はこちら▲

子ども・子育て支援金が上乗せされます
　保険税・保険料に子ども・子育て支援金分が
上乗せされます。詳細は、保険税・保険料の決
定通知書または市ホームページへ。


